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第２６号議案 

 

 

 

芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

 

 芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように

定める。 

 

 

   平成２２年２月２３日提出 

 

 

 

                       芦屋市長 山 中  健 

 

 

 

 

提案理由 

 

病院事業管理者の地域手当の額を改定するため，この条例を制定しようとするもの。 
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芦屋市条例第  号 

 

 

   芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例（平成２１年芦屋市条例第１６号）の

一部を次のように改正する。 

 

第２条第２項中「１００分の１４」を「１００分の１５」に改める。 

 

 

附 則 

 

この条例は，平成２２年４月１日から施行する。 
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参 照  

 

 

芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部改正要綱 

 

 

１ 改正の趣旨 

病院事業管理者の地域手当の額を改定するため，この条例を制定しようとするも

の。 

 

２ 改正の内容 

 地域手当の額を給料月額に１００分の１５（現行は，１００分の１４）を乗じて

得た額とする。（第２条関係） 

 

３ 施行期日 

  平成２２年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 


